
大館地区総合庁舎清掃業務委託特記仕様書  

 

１ 業務概要 

委託名  大館地区総合庁舎清掃業務委託 

業務場所 大館市片山町三丁目１４－５ 大館地区総合庁舎 

履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 業務内容 

（１）日常清掃 

①業務日及び作業時間帯 

９７回 

週２回（原則として火曜日と金曜日） 

ただし年末年始等の休日及び祝祭日は除く。 

 

業務時間帯は、８時００分から１７時１５分の間までに行う。 

 

②箇所及び作業内容 

別紙「清掃作業概要」及び「清掃方法箇所別一覧」による。 

（２）臨時清掃 

窓ガラス清掃  １回／年 

タイル床ワックスがけ ２回／年 

カーペット床スチーム清掃 ２回／年 

業務日は、庁舎管理者と別途協議のうえ決定する。 

 

３ 提出図書 

（１）委託業務着手届   契約後速やかに 

（２）年間業務計画書   契約後速やかに 

（３）業務責任者及び業務担当者名簿 契約後速やかに 

（４）作業日誌    当月分をとりまとめ翌月初めに 

（５）有資格者証（ビルクリーニング技能士）の写し（業務責任者） 

 入札参加資格確認申請書等の提出 

期限までに 

 

４ 注意事項 

（１）受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事する者であることを明確

にすること。 



（２）作業にあたっては執務者の業務に支障のないように行うこと。 

（３）作業中に破損箇所を発見した場合又は設備等に異常を認めた場合は、直ちに発注者

に報告すること。 

（４）電気及び水道の使用にあたっては、必要最小限の使用とすること。 

（５）トイレットペーパーは発注者の負担とし、その他の作業に使用する 

消耗品や器具等は、特に定めのない限り受注者が準備すること。 

（６）緊急事態に備え適切な処置が行えるような体制を確保すること。 

（７）本委託にかかる業務責任者は、有資格者を選任すること。 

 

５ その他 

（１）作業のために庁舎執務室等を利用したい場合は、委託者と協議すること。 

（２）作業のために自動車で来庁する場合、敷地内駐車場を利用してもよい。 

（３）この仕様書に定めのない事項、又は仕様に疑義が生じた事項については、発注者と

受注者が協議のうえ定めるものとする。 
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清掃方法

定期清掃

　床清掃（掃除機） ○ ○ ○ ○ ○ ○

　床清掃（モップ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　床清掃（はき掃除） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

臨時清掃

　Ｐタイルワックスがけ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　窓ガラス清掃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　カーペットスチーム清掃 ○ ○ ○ ○

大館地区総合庁舎

清掃方法箇所別一覧

作　　業　　箇　　所
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名

3



１ 日常清掃 

作 業 箇 所 清 掃 方 法 

・ 風除室 

・ ポーチ 

イ 床をモップで水拭きする。  

ロ ドアを拭く。 

ハ マットを清掃する。 

ニ その他汚れが目立つところを拭く。 

・ ホール 

・ 廊下 

イ タイル床・カーペット床を掃除機で清掃する。 

ロ 手摺を拭く。 

ハ ドアを拭く。 

ニ その他汚れが目立つところを拭く。    

・ トイレ イ 床をモップで水拭きする 。  

ロ ゴミ入れを処理する。 

ハ ドアを拭く。 

ニ 便器類は専用洗剤を使用する。 

ホ 洗面台を清掃し、鏡を拭く。 

へ トイレットペーパー、石鹸液を点検・補充する。 

ト その他汚れが目立つところを拭く。 

・ 給湯室   イ 床をモップで水拭きする。 

ロ ゴミ入れを処理する。 

ハ 流し台を清掃する。 

ニ ドアを拭く。 

ホ その他汚れが目立つところを拭く。 

・ 事務室 

・ 会議室 

・ 応接室 

イタイル床をモップで拭く。カーペット床は掃除機で清掃する。                   

ロ ゴミ入れを処理する。 

ハ ドアを拭く。 

ニ その他汚れが目立つところを拭く。    

 

２ 臨時清掃 

作 業 箇 所 清 掃 方 法 

（１）窓ガラス清掃                                    窓ガラス両面を洗浄液を使用して拭き、更にワイパー等で拭き取る。                                               

（２）タイル床 

ワックスがけ 

清掃後、ワックス塗布をし、乾燥させる。            

  

（３）カーペット床 

清掃 

スチーム式掃除機で清掃する。                                

清掃作業概要 


